
地方公営企業法（抜粋）

　（剰余金の処分等）

第32条　地方公営企業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損

  金があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめなければならない。

２　毎事業年度生じた利益の処分は、前項の規定による場合を除くほか、条例の定めるところに

　より、又は議会の議決を経て、行わなければならない。

３　毎事業年度生じた資本剰余金の処分は、条例の定めるところにより、又は議会の議決を経て、

  行わなければならない。

４　資本金の額は、議会の議決を経て、減少することができる。

参 考

（単位　円）

市第77号議案　平成30年度横浜市下水道事業の利益の処分

建設改良積立金の積立 0                     0                     18,833,751,875△       

処 分 後 残 高 557,598,687,700       56,226,878,346        0                     

議会の議決による処分額 14,269,205,727        0                     33,102,957,602△       

資 本 金 へ の 組 入 14,269,205,727        0                     14,269,205,727△       

 平成30年度横浜市下水道事業剰余金処分計算書 

資 本 金 資 本 剰 余 金 未処分利益剰余金

当 年 度 末 残 高 543,329,481,973       56,226,878,346        33,102,957,602        

（ 繰 越 利 益 剰 余 金 ）
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